
復興の加速化に向けて

１．復興推進会議 （10月16日開催）
○ 「復興加速化への取組」の説明（別添「復興加速化への取組」（平成27年10月16日復興推進会議資料））

○ 各大臣からの主な発言

○ 総理御発言（抄）

• インフラの復旧や住宅再建、観光復興の加速化 ・ 廃炉・汚染水対策、避難指示解除に向けた環境整備
• 産業復興、雇用創出 ・ 中間貯蔵施設の整備、指定廃棄物等の処理
• 風評被害対策、営農再開支援策 ・ 被災者の心身のケア
• 復興オリンピック・パラリンピックに向けた取組 等

「集中復興期間」は残り半年となり、来年４月からは、いよいよ後期５か年の「復興・創生期間」を迎える。
前期５か年の集大成として、これから半年の間は、重要な期間である。「復興・創生期間」への橋渡しとして、
この間、さらに復興を加速化させなければならない。

３．「復興・創生期間」に向けた復興庁の取組
○ 市町村支援体制の強化（市町村担当参事官の設置）
・ インフラ、交付金等個別の市町村対応を見直し、ソフト施策をも包含した市町村支援体制に
・ 本庁のヨコの情報共有、本庁と復興局との連携を強化し、これに県・市町村との間の定期的な工程の進捗管理システムを再構築

○「新しい東北」について（資料２ ）

２．震災からの復興に向けた道のりと見通し（次ページ）

資料１



住宅再建・
まちづくり

「新しい東北」
の創造

福島の復興・
再生

産業・生業の
再生

被災者支援

16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.3

高台移転 ：25％
災害公営住宅：39％

（2021.3）復興・創生期間の終了
（復興庁の設置期限）

震災からの復興に向けた道のりと見通し

【工事の最盛期】

【避難者数】
19.1万人
（ピーク時47万人）

復興・創生期間

2015.11

高台移転 ：99％
災害公営住宅：94％

【完成】

【着工】

高台移転 ：75%
災害公営住宅：88％

（16年度末見込み）

【鉱工業生産】
概ね震災前水準程度に回復

【水産加工業】
84%の施設で再開

【農業】
営農再開可能面積：70％

【県全体の避難者】10.5万人

集中復興期間

(2020) 東京オリンピック・パラリンピック

被災者の心身ケア、コミュニ
ティ形成、「心の復興」等

引き続き加速化措置を推進
きめ細やかに市町村を支援

販路開拓・新商品開発支援
商店街の本格復旧支援等

構築したモデルの横展開へ
重点化等

【観光】
外国人宿泊者数：65％（全国では162%）

高台移転 ：47%
災害公営住宅：63％

（15年度末見込み）

田村市、川内村、楢葉町で
避難指示解除等

葛尾村、川俣町、南相馬市、
川内村で準備宿泊を開始

先導的な取組の構築
（13~15年度で計216事業を支援）
マッチング等の場づくり

（2019）
三陸沿岸道路開通予定

（2018）
福島相馬道路、
釜石花巻道路の開通予定

住まいの確保に関する
事業の完了
（18年度末見込み）

関係省庁と連携し、除染、
インフラ・生活関連サービス復旧等

※平成22年比

（遅くとも2017.3まで）
帰還困難区域以外の区域について、

避難指示を解除

※ ※

※平成２７年３月末時点
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